
連結情報
中間連結財務諸表

中間連結貸借対照表 （単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

科　　　目 2024年中間期末
（2024年9月30日現在）

2025年中間期末
（2025年9月30日現在）

（資産の部）
現 金 預 け 金 951,156 723,735
コ ー ル ロ ー ン 及 び 買 入 手 形 3,283 22,086
買 入 金 銭 債 権 6,011 2,233
商 品 有 価 証 券 124 80
金 銭 の 信 託 984 1,000
有 価 証 券 1,509,941 1,529,724
貸 出 金 4,932,333 5,072,057
外 国 為 替 8,492 2,627
リース債権及びリース投資資産 30,057 31,442
そ の 他 資 産 88,293 77,880
有 形 固 定 資 産 44,559 44,357
無 形 固 定 資 産 3,458 5,098
退 職 給 付 に 係 る 資 産 64,877 55,934
繰 延 税 金 資 産 722 757
支 払 承 諾 見 返 19,721 15,019
貸 倒 引 当 金 △27,022 △26,096
資 産 の 部 合 計 7,636,996 7,557,938
（負債の部）
預 金 5,951,487 6,047,955
譲 渡 性 預 金 192,154 222,432
コ ー ル マ ネ ー 及 び 売 渡 手 形 150,000 —
債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金 233,231 158,554
借 用 金 469,180 472,111
外 国 為 替 240 256
そ の 他 負 債 93,347 84,541
賞 与 引 当 金 280 303
退 職 給 付 に 係 る 負 債 583 629
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 119 128
睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 1,884 1,945
ポ イ ン ト 引 当 金 490 466
偶 発 損 失 引 当 金 327 351
特 別 法 上 の 引 当 金 3 4
繰 延 税 金 負 債 62,423 70,550
再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債 2,443 2,510
支 払 承 諾 19,721 15,019
負 債 の 部 合 計 7,177,919 7,077,760
（純資産の部）
資 本 金 20,000 20,000
資 本 剰 余 金 10,384 10,381
利 益 剰 余 金 292,171 306,008
自 己 株 式 △4,788 △7,181
株 主 資 本 合 計 317,767 329,208
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 118,551 135,806
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △142 1,973
土 地 再 評 価 差 額 金 4,174 4,090
退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 18,588 9,009
その他の包括利益累計額合計 141,172 150,880
新 株 予 約 権 137 89
純 資 産 の 部 合 計 459,076 480,178
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 7,636,996 7,557,938

科　　　目
2024年中間期
（2024年4月  1日から

2024年9月30日まで）
2025年中間期
（2025年4月  1日から

2025年9月30日まで）
経 常 収 益 59,893 72,940
資 金 運 用 収 益 39,196 48,269
（う ち 貸 出 金 利 息） 25,042 30,435

（うち有価証券利息配当金） 12,654 15,866

役 務 取 引 等 収 益 10,196 9,634
そ の 他 業 務 収 益 8,934 9,193
そ の 他 経 常 収 益 1,565 5,841

経 常 費 用 47,068 58,854
資 金 調 達 費 用 6,817 10,810
（う ち 預 金 利 息） 1,034 5,760

役 務 取 引 等 費 用 2,900 3,166
そ の 他 業 務 費 用 14,397 20,288
営 業 経 費 20,485 22,405
そ の 他 経 常 費 用 2,467 2,183

経 常 利 益 12,824 14,085

特 別 利 益 37 ―
固 定 資 産 処 分 益 37 ―

特 別 損 失 105 64
固 定 資 産 処 分 損 105 47
減 損 損 失 ― 16
金融商品取引責任準備金繰入額 0 0

税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益 12,756 14,021
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,898 3,235
法 人 税 等 調 整 額 664 610
法 人 税 等 合 計 3,563 3,846
中 間 純 利 益 9,192 10,175
親会社株主に帰属する中間純利益 9,192 10,175

中間連結損益計算書
中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書

科　　　目
2024年中間期
（2024年4月  1日から

2024年9月30日まで）
2025年中間期
（2025年4月  1日から

2025年9月30日まで）
中 間 純 利 益 9,192 10,175

そ の 他 の 包 括 利 益 △43,043 39,983

その他有価証券評価差額金 △40,009 40,082

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △1,996 237

退 職 給 付 に 係 る 調 整 額 △1,037 △336

中 間 包 括 利 益 △33,850 50,158

（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益 △33,850 50,158

中間連結包括利益計算書
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中間連結株主資本等変動計算書

2025年中間期（2025年4月1日から2025年9月30日まで）� （単位：百万円）

　 株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 20,000 10,384 298,808 △4,789 324,403
当 中 間 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △2,951 △2,951
親会社株主に帰属する中間純利益 10,175 10,175
自 己 株 式 の 取 得 △2,500 △2,500
自 己 株 式 の 処 分 △2 △35 107 69
土地再評価差額金の取崩 11 11
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）

当 中 間 期 変 動 額 合 計 ― △2 7,199 △2,392 4,804
当 中 間 期 末 残 高 20,000 10,381 306,008 △7,181 329,208

（単位：百万円）

　
その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

退職給付
に係る
調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 95,723 1,736 4,102 9,346 110,908 137 435,449
当 中 間 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △2,951
親会社株主に帰属する中間純利益 10,175
自 己 株 式 の 取 得 △2,500
自 己 株 式 の 処 分 69
土地再評価差額金の取崩 11
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 40,082 237 △11 △336 39,971 △48 39,923

当 中 間 期 変 動 額 合 計 40,082 237 △11 △336 39,971 △48 44,728
当 中 間 期 末 残 高 135,806 1,973 4,090 9,009 150,880 89 480,178

2024年中間期（2024年4月1日から2024年9月30日まで）� （単位：百万円）

　 株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 20,000 10,384 284,735 △2,527 312,592
当 中 間 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,749 △1,749
親会社株主に帰属する中間純利益 9,192 9,192
自 己 株 式 の 取 得 △2,260 △2,260
自 己 株 式 の 処 分 0 0 0
土地再評価差額金の取崩 △7 △7
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）

当 中 間 期 変 動 額 合 計 ― 0 7,435 △2,260 5,174
当 中 間 期 末 残 高 20,000 10,384 292,171 △4,788 317,767

（単位：百万円）

　
その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

退職給付
に係る
調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 158,561 1,853 4,166 19,625 184,207 119 496,919
当 中 間 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,749
親会社株主に帰属する中間純利益 9,192
自 己 株 式 の 取 得 △2,260
自 己 株 式 の 処 分 0
土地再評価差額金の取崩 △7
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △40,009 △1,996 7 △1,037 △43,035 18 △43,017

当 中 間 期 変 動 額 合 計 △40,009 △1,996 7 △1,037 △43,035 18 △37,842
当 中 間 期 末 残 高 118,551 △142 4,174 18,588 141,172 137 459,076
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中間連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

科　　　　　目
2024年中間期

（2024年4月 1日から
2024年9月30日まで）

2025年中間期

（2025年4月 1日から
2025年9月30日まで）

営業活動によるキャッシュ・フロー
税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益 12,756 14,021
減 価 償 却 費 1,965 1,984
減 損 損 失 ― 16
貸 倒 引 当 金 の 増 減（△） 424 △1,581
賞与引当金の増減額（△は減少） 11 24
退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △1,199 △1,177
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 48 32
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7 △7
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） 131 53
ポイント引当金の増減額（△は減少） 8 △15
偶 発 損 失 引 当 金 の 増 減（△） △44 △44
資 金 運 用 収 益 △39,196 △48,269
資 金 調 達 費 用 6,817 10,810
有 価 証 券 関 係 損 益（△） △487 2,726
金銭の信託の運用損益（△は運用益） 14 △0
固 定資産処分損益（△は益） 68 47
貸 出 金 の 純 増（△）減 △48,444 △20,021
預 金 の 純 増 減（△） 61,506 70,235
譲 渡 性 預 金 の 純 増 減（△） 19,265 56,317
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） △1,377 2,057
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 △191 △68
コールローン等の純増（△）減 4,298 △18,647
コールマネー等の純増減（△） △479,300 △80,000
債券貸借取引受入担保金の純増減（△） △35,901 5,006
外国為替（資産）の純増（△）減 △1,780 6,959
外国為替（負債）の純増減（△） 43 △13
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 415 △276
資 金 運 用 に よ る 収 入 39,517 45,665
資 金 調 達 に よ る 支 出 △5,806 △9,254
そ の 他 42,009 21,495
小 計 △424,421 58,077
法 人 税 等 の 支 払 額 △3,824 △3,206
営業活動によるキャッシュ・フロー △428,246 54,871

投資活動によるキャッシュ・フロー
有 価 証 券 の 取 得 に よ る 支 出 △117,650 △198,224
有 価 証 券 の 売 却 に よ る 収 入 48,697 141,162
有 価 証 券 の 償 還 に よ る 収 入 43,745 67,926
有形固定資産の取得による支出 △2,430 △1,283
有形固定資産の売却による収入 280 120
無形固定資産の取得による支出 △496 △990
投資活動によるキャッシュ・フロー △27,853 8,711

財務活動によるキャッシュ・フロー
配 当 金 の 支 払 額 △1,746 △2,943
自 己 株 式 の 取 得 に よ る 支 出 △2,260 △2,500
自 己 株 式 の 売 却 に よ る 収 入 0 ―
そ の 他 ― 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △4,007 △5,443

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △460,107 58,139
現金及び現金同等物の期首残高 1,408,178 662,779
現金及び現金同等物の中間期末残高 948,071 720,919
　当行の中間連結財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任あずさ監査法人の監査を受けており
ます。
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注記事項（2025年中間期）
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
1.	 連結の範囲に関する事項

(1)	 連結子会社　11社
会社名
百五ビジネスサービス株式会社　百五ハートフルサービス株式会社
百五不動産調査株式会社　百五オフィスサービス株式会社
百五スタッフサービス株式会社　百五証券株式会社
株式会社百五カード　百五リース株式会社
株式会社百五総合研究所　株式会社百五デジタルソリューションズ
百五みらい投資株式会社

(2)	 非連結子会社　8社
会社名
一般社団法人フロンティア・アセット・ホールディングス
有限会社フロンティア・アセット・コーポレーション
百五6次産業化投資事業有限責任組合
AIDMA1号投資事業有限責任組合
AIDMA2号投資事業有限責任組合
105東海みらいサーチ1号投資事業有限責任組合
株式会社アスカプランニング名古屋
株式会社デジタルアソシエイト
非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益（持分に見合う額）、利益剰余金

（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、連結
の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げな
い程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。

(3)	� 他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず子会
社としなかった当該他の会社等の名称
会社名
HM　holdings株式会社
株式会社ツリークライミングワールド
株式会社クラポテック
株式会社アサヒダイテック
ダイアトップ株式会社
投資事業等を営む非連結子会社が、投資育成目的のため出資したものであり、傘下

に入れる目的ではないことから、子会社として取り扱っておりません。
2.	 持分法の適用に関する事項

(1)	 持分法適用の非連結子会社　　―社
(2)	 持分法適用の関連会社　　　　―社
(3)	 持分法非適用の非連結子会社　 8社

会社名
一般社団法人フロンティア・アセット・ホールディングス
有限会社フロンティア・アセット・コーポレーション
百五6次産業化投資事業有限責任組合
AIDMA1号投資事業有限責任組合
AIDMA2号投資事業有限責任組合
105東海みらいサーチ1号投資事業有限責任組合
株式会社アスカプランニング名古屋
株式会社デジタルアソシエイト
持分法非適用の非連結子会社は、中間純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分

に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、持分法の
対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から
除いております。

(4)	 持分法非適用の関連会社　　　―社
3.	 連結子会社の中間決算日等に関する事項

連結子会社の中間決算日は中間連結決算日と一致しております。
4.	 開示対象特別目的会社に関する事項

該当事項はありません。
5.	 会計方針に関する事項
（1）	商品有価証券の評価基準及び評価方法

　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）によ
り行っております。

（2）	有価証券の評価基準及び評価方法
①	 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法
（定額法）、その他有価証券については時価法（売却原価は主として移動平均法によ
り算定）、ただし市場価格のない株式等については、移動平均法による原価法によ
り行っております。

	 　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理し
ております。

②	 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用
されている有価証券の評価は、時価法により行っております。

(3)	 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

(4)	 固定資産の減価償却の方法
①	 有形固定資産（リース資産を除く）
　有形固定資産は、定額法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し
計上しております。
　また、主な耐用年数は次のとおりであります。
　　建　物　　15年～50年
　　その他　　  4年～15年

②	 無形固定資産（リース資産を除く）
	 　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエ
アについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間（5年）に基づいて償却
しております。

③	 リース資産
	 　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐
用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース
契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは
零としております。

(5)	 貸倒引当金の計上基準
貸倒引当金は、予め制定した償却・引当基準により、次のとおり計上しております。
当行では、債務者の財務情報等の定量的な情報を用いたシステムにおける判定を基

礎としつつ、将来の業績見込み等の定性的な要素も勘案して、債務者を「正常先」「要
注意先」「破綻懸念先」「実質破綻先」「破綻先」の5段階に区分した後、回収の危険性
又は価値の毀損の危険性を個別に検討の上、資産の分類を行っております。
正常先とは、業況が良好であり、かつ、財務内容にも特段の問題がないと認められ

る債務者であります。要注意先とは、金利減免・棚上げを行っているなど貸出条件に
問題のある債務者、元本返済若しくは利息支払が事実上延滞しているなど履行状況に
問題がある債務者のほか、業況が低調ないしは不安定な債務者又は財務内容に問題が
ある債務者など今後管理に注意を要する債務者であります。破綻懸念先とは、現状、
経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗が芳しくな
く、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者であります。実質破綻
先とは、法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状
態にあり、再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥っ
ている債務者であります。破綻先とは、法的・形式的な経営破綻の事実が発生してい
る債務者であります。
実質破綻先及び破綻先に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額

及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、破綻
懸念先に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回
収可能見込額を控除し、その残額について今後3年間の予想損失額を見込んで計上し
ております。予想損失額は、3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の5算定
期間における平均値に基づく損失率と、より長期の過去の一定期間における平均値に
基づく損失率とを比較し、いずれか高い方を用いて算定しております。
破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先に係る債権以外の債権については、今後1年間

の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しております。予想損失額
は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の5算定期間における
平均値に基づく損失率と、過去の7算定期間の貸倒実績率とそれらを除く過去最も高
い貸倒実績率の平均値に基づく損失率とを比較し、いずれか高い方を用いて算定して
おります。
なお、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額は、資産の自己査定基

準に基づき、担保の評価や種類、保証の種類などに応じて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、

当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
連結子会社の貸倒引当金は、予め制定した償却・引当基準により、当行と同様の債

務者区分を行い、破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先に係る債権については個別に回
収可能性を勘案して回収不能見込額を、それ以外の債権については過去の貸倒実績率
等を勘案して必要と認めた額を計上しております。

(6)	 賞与引当金の計上基準
連結子会社の賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対す

る賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(7)	 役員退職慰労引当金の計上基準

連結子会社の役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、
役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生して
いると認められる額を計上しております。

(8)	 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者への払戻損失に

備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。
(9)	 ポイント引当金の計上基準

ポイント引当金は、クレジットカード会員に付与したポイントが将来使用された場
合の負担に備え、将来使用される見込額を合理的に見積り、必要と認められる額を計
上しております。

(10)	偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来

発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。
(11)	特別法上の引当金の計上基準

特別法上の引当金は、金融商品取引法第46条の5第1項に定める金融商品取引責任
準備金であり、証券事故による損失に備えるため、連結子会社が金融商品取引業等に
関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。

(12)	退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間

に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用
及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用　　：	その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（3年）

による定額法により損益処理
数理計算上の差異：	各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定

の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発
生の翌連結会計年度から損益処理

また、当行の執行役員への退職慰労金の支払いに備えるため、執行役員に対する退
職慰労金の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められ
る額を中間連結貸借対照表上の「退職給付に係る負債」に計上しております。
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なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に
係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡
便法を適用しております。

(13)	外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当行及び連結子会社の外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換

算額を付しております。
(14)	収益及び費用の計上基準

ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

(15)	重要なヘッジ会計の方法
①	 金利リスク・ヘッジ
　当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀
行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公
認会計士協会業種別委員会実務指針第24号2022年3月17日）に規定する繰延ヘッ
ジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘ
ッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワッ
プ取引等を一定の残存期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。ま
た、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の
金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
　また、一部の資産・負債については、包括ヘッジ、あるいは金利スワップの特
例処理を行っております。
　連結子会社のヘッジ会計の方法は、当行に準じた方法により行っております。

②	 為替変動リスク・ヘッジ
　当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の
方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取
扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号2020年10月8日）に規
定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建
金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為
替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に
見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することにより
ヘッジの有効性を評価しております。

(16)	中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上

の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。

中間連結貸借対照表関係
  1.	 非連結子会社の株式又は出資金の総額
	 　　　株式	 453百万円
	 　　　出資金	 2,058百万円
  2.	� 無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中

の国債に含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
		  3,854百万円
	 使用貸借又は賃貸借契約により貸し付けている有価証券は該当ありません。
  3.	� 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであ

ります。なお、債権は、中間連結貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及
び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価
証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その
他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるものでありま
す。

	 　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権額	 11,202百万円
	 　　危険債権額	 47,943百万円
	 　　三月以上延滞債権額	 25百万円
	 　　貸出条件緩和債権額	 10,079百万円
	 　　合計額	 69,250百万円
　　�　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開

始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる
債権であります。

　　�　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が
悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で
破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。

　　�　三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延して
いる貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであ
ります。

　　�　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減
免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行
った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に
該当しないものであります。

　　�　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
  4.	� 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日

本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号2022年3月17日）に基づき金融取引として
処理しております。これにより受け入れた商業手形等は、売却又は（再）担保という方法で
自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。

		  1,813百万円
  5.	 担保に供している資産は次のとおりであります。
	 　　担保に供している資産	 有価証券	 657,213百万円
	 　　担保資産に対応する債務	 預金	 33,533百万円
		  債券貸借取引受入担保金	 158,554百万円
		  借用金	 460,000百万円
	 　上記のほか、為替決済等の取引の担保等として、次のものを差し入れております。
	 　　有価証券	 12,814百万円
	 　　現金預け金	 200百万円
　　�　また、その他資産には、保証金、中央清算機関差入証拠金及び金融商品等差入担保金が含
まれておりますが、その金額は次のとおりであります。

	 　　保証金	 1,281百万円
	 　　中央清算機関差入証拠金	 16,000百万円
	 　　金融商品等差入担保金	 5,851百万円
  6.	� 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し

出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資
金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のと
おりであります。

	 　　融資未実行残高		  1,214,187百万円
	 　　　うち原契約期間が1年以内のもの又は
	 　　　任意の時期に無条件で取消可能なもの	 1,154,578百万円
　　�　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行

残高そのものが必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与える
ものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他
相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契
約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時におい
て必要に応じて預金・不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め
定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保
全上の措置等を講じております。

  7.	� 土地の再評価に関する法律（1998年3月31日公布法律第34号）に基づき、当行の事業用
の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価
に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」
として純資産の部に計上しております。

	 　　再評価を行った年月日　　1998年3月31日
	 　　同法律第3条第3項に定める再評価の方法
	 　　　�土地の再評価に関する法律施行令（1998年3月31日公布政令第119号）第2条第4

号に定める地価税法（1991年法律第69号）第16条に規定する地価税の課税価格の
計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法に
より算定した価額に基づいて、奥行価格補正、不整形地補正等の合理的な調整を行
って算出しております。

  8.	� 有形固定資産の減価償却累計額
	 　　減価償却累計額	 41,450百万円
  9.	� 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）による社債に

対する保証債務の額	 21,200百万円
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中間連結損益計算書関係
  1.	「その他経常収益」には、次のものを含んでおります。
	 　　株式等売却益	 5,623百万円
  2.	「営業経費」には、次のものを含んでおります。
	 　　給料・手当	 10,826百万円
  3.	「その他経常費用」には、次のものを含んでおります。
	 　　貸倒引当金繰入額	 1,604百万円
	 　　株式等売却損	 343百万円
	 　　株式等償却	 19百万円

中間連結株主資本等変動計算書関係
  1.	 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株）
当連結会計年度
期首株式数

当中間連結会計
期間増加株式数

当中間連結会計
期間減少株式数

当中間連結会計
期間末株式数 摘要

発行済株式
　普通株式 254,119 ― ― 254,119
　合計 254,119 ― ― 254,119
自己株式
　普通株式 8,201 3,434 184 11,451 （注）1,2
　合計 8,201 3,434 184 11,451

	 （注）1 �普通株式の自己株式の株式数の増加3,434千株は、市場買付による増加3,434千株
及び単元未満株式の買取りによる増加0千株であります。

	 2 �普通株式の自己株式の株式数の減少184千株は、ストック・オプションの権利行使
による減少であります。

  2.	 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の
内訳

新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）当中間連結会計
期間末残高 摘要当連結会計

年度期首
当中間連結会計期間 当中間連結

会計期間末増加 減少

当行
ストック・
オプションとしての
新株予約権

― 89百万円

合計 ― 89百万円
  3.	 配当に関する事項
	 (1)　当中間連結会計期間中の配当金支払額
（決　議） 株式の種類 配当金の総額 1株当たり

配当額 基準日 効力発生日
2025年6月23日
定時株主総会 普通株式 2,951百万円 12.00円 2025年

3月31日
2025年
6月24日

	 (2)　�基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会
計期間の末日後となるもの

（決　議） 株式の
種類

配当金
の総額 配当の原資 1株当たり

配当額 基準日 効力発生日
2025年11月10日
取締役会

普通
株式 3,154百万円 その他利益剰余金 13.00円 2025年

9月30日
2025年
12月10日

中間連結キャッシュ・フロー計算書関係
  1.	� 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係
　現金預け金勘定 723,735百万円
　日銀預け金を除く預け金 △2,816百万円
　現金及び現金同等物 720,919百万円

リース取引関係
（借手側）
　オペレーティング・リース取引
	 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
	 　　1年内	 422百万円
	 　　1年超	 907百万円
	 　　合計	 1,330百万円
（貸手側）
  1.	 ファイナンス・リース取引
	 (1)　リース投資資産の内訳
		  リース料債権部分	 28,121百万円
		  見積残存価額部分	 1,221百万円
		  受取利息相当額（△）	 2,165百万円
		  合計	 27,177百万円
	 (2)　リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の回収予定額

リース債権 リース投資資産
1年以内 1,123百万円 8,501百万円
1年超2年以内 908百万円 6,760百万円
2年超3年以内 784百万円 5,118百万円
3年超4年以内 624百万円 3,528百万円
4年超5年以内 262百万円 2,108百万円
5年超 809百万円 2,103百万円
合計 4,512百万円 28,121百万円

  2.	 オペレーティング・リース取引
	 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
	 　　1年内	 976百万円
	 　　1年超	 1,452百万円
	 　　合計	 2,429百万円
  3.	 転リース取引
	 利息相当額控除前の金額で中間連結貸借対照表に計上している金額
	 　　リース投資資産	 102百万円
	 　　リース債務	 102百万円

金融商品関係
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額、レベルごとの時価は、次のとおりであ

ります。
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下

の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成さ

れる当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価

の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプ

ットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を
分類しております。
（1）	時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品
� （単位：百万円）

区分 時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計

買入金銭債権 ― ― 1,592 1,592
商品有価証券 33 46 ― 80
金銭の信託（運用目的） ― 1,000 ― 1,000
有価証券 510,626 978,579 29,913 1,519,119
その他有価証券 510,626 978,579 29,913 1,519,119
国債 116,163 ― ― 116,163
地方債 ― 477,662 ― 477,662
社債 ― 215,304 20,945 236,249
株式 284,810 ― ― 284,810
その他 109,653 285,612 8,968 404,234

資産計 510,659 979,626 31,505 1,521,792
負債計 ― ― ― ―

デリバティブ取引（＊1）（＊2） ― △3,343 △3 △3,346
　金利関連取引 ― 3,208 ― 3,208
　通貨関連取引 ― △6,551 ― △6,551
　クレジット・デリバティブ取引 ― ― △3 △3
　その他 ― ― △0 △0
（＊1）�中間連結貸借対照表の「その他資産」「その他負債」に計上しているデリバティブ取引を

一括して表示しております。
　　　�デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味

の債務となる項目については、△で表示しております。
　　　�なお、中間連結貸借対照表の「その他資産」「その他負債」に、金融派生商品（資産）

8,410百万円、金融派生商品（負債）11,756百万円をそれぞれ計上しております。
（＊2）	� デリバティブ取引のうち、ヘッジ会計を適用している取引の中間連結貸借対照表計上額

は△2,496百万円であります。
(2) 	時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

現金預け金、コールローン及び買入手形、外国為替（資産・負債）、コールマネー及び
売渡手形、債券貸借取引受入担保金は、短期間（1年以内）のものが大半を占めており、
時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

� （単位：百万円）

区分 時価 中間連結貸借
対照表計上額 差額レベル1 レベル2 レベル3 合計

買入金銭債権（＊） ― ― 640 640 640 ―
貸出金（＊） ― 113,328 4,901,940 5,015,268 5,047,629 △32,360
資産計 ― 113,328 4,902,580 5,015,909 5,048,269 △32,360

預金 ― 6,046,656 ― 6,046,656 6,047,955 △1,298
譲渡性預金 ― 222,432 ― 222,432 222,432 ―
借用金 ― 460,356 ― 460,356 472,111 △11,755
負債計 ― 6,729,445 ― 6,729,445 6,742,499 △13,054

（＊）�貸出金及び買入金銭債権に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しており
ます。

（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資　産
買入金銭債権
買入金銭債権のうち、証券化商品については、外部業者（ブローカー等）より入手した価
額を市場公表指標、期限前償還率等との整合分析を踏まえ時価としております。顧客から買
取った金銭債権については、債権の性質上短期のものであり、時価は帳簿価額と近似してい
ることから、当該帳簿価額を時価としております。これらについては、レベル3に分類してお
ります。
商品有価証券及び有価証券
商品有価証券及び有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用でき
るものはレベル1に分類しております。主に、上場株式、上場投資信託や国債がこれに含まれ
ます。公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2に分類し
ております。主に、地方債、社債がこれに含まれます。また、市場における取引価格が存在
しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求めら
れるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2に分類しております。私
募債は、元利金の合計額を、市場金利に内部格付に基づく信用リスク等を反映させた割引率
で割り引いて時価を算定しており、レベル3に分類しております。一部の円建外債は、市場公
表指標との整合分析等、定期的な状況確認を踏まえ、外部業者（ブローカー等）より入手し
た価格に基づき算出した価額を時価としており、レベル3に分類しております。
なお、保有目的毎の有価証券に関する注記事項については、「時価情報（連結）（有価証券）」
に記載しております。
金銭の信託
有価証券運用を目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券については、取引金融機関から提示された価格によっており、構成物のレベルに基
づき、主にレベル2に分類しております。なお、保有目的毎の金銭の信託に関する注記事項に
ついては、「時価情報（連結）（金銭の信託）」に記載しております。
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貸出金
貸出金（クレジットデリバティブを内包する貸出金を除く）については、その種類、内部

格付及び期間に基づく区分ごとに、将来の元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に
想定される利率で割り引いて時価を算定しております。ただし、固定金利によるもののうち、
約定期間又は金利満期までの残存期間が短期間（1年以内）のもの及び変動金利によるものは、
貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該帳簿価額を時価としております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対
するものについては、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定してお
り、時価は中間連結決算日における貸出金の帳簿価額から貸倒引当金計上額を控除した価額
に近似しているため、当該価額を時価としております。これらについては、レベル3に分類し
ております。
クレジットデリバティブを内包する貸出金については、主なインプットとしてクレジッ

ト・デフォルト・スワップから観察されたスプレッド及び市場金利等を用いて時価を算定し
ております。これらについては、レベル2に分類しております。
なお、連結子会社の貸出金は、重要性が乏しいことから、帳簿価額を時価としております。

負　債
預金、及び譲渡性預金
要求払預金については、中間連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価と

しております。定期預金及び譲渡性預金については、その種類及び期間に基づく区分ごとに
将来の元利金の合計額を市場金利で割り引いて時価を算定しております。ただし、そのうち
預入期間又は金利満期までの残存期間が短期間（1年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似
していることから、当該帳簿価額を時価としております。これらについては、レベル2に分類
しております。
借用金
借用金については、その種類及び期間に基づく区分ごとに、将来の元利金の合計額を同様

の新規借入を市場で行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。た
だし、そのうち約定期間又は金利満期までの残存期間が短期間（1年以内）のものは、時価は
帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。これらについては、
レベル2に分類しております。
なお、連結子会社の借用金は、重要性が乏しいことから、帳簿価額を時価としております。

デリバティブ取引
店頭取引のデリバティブ取引は公表された相場価格が存在しないため、金利、外国為替相

場、ボラティリティ等のインプットを用いて、将来キャッシュ・フローの割引現在価値やオ
プション価格計算モデル等により算出した価額をもって時価としております。観察可能イン
プットのみを用いているもの、または観察できないインプットの影響が重要でないものにつ
いては、レベル2に分類しております。重要な観察できないインプットを用いている場合はレ
ベル3に分類しております。

（注2）	�時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
	 (1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報

区分 評価技法 重要な観察できない
インプット インプットの範囲 インプットの

加重平均
有価証券
　その他有価証券
　　社債（私募債） 割引現在価値法 信用スプレッド 0.208%-11.222% 0.434%

	 (2) 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
（単位：百万円）

期首
残高

当期の損益又は
その他の包括利益

購入、売
却、発行
及び決済
の純額

レベル
3の時
価への
振替

レベル
3の時
価から
の振替

期末
残高

当期の損益に
計上した額の
うち中間連結
貸借対照表日
において保有
する金融資産
及び金融負債
の評価損益

損益に
計上
（＊1）

その他の
包括利益
に計上
（＊2）

買入金銭債権 2,369 ― 5 △782 ― ― 1,592 ―
有価証券
　その他有価証券
　　社債（私募債）23,212 ― 22 △2,290 ― ― 20,945 ―
　　その他 13,941 ― 27 △5,000 ― ― 8,968 ―
デリバティブ取引
　クレジット・
　デリバティブ
　取引（＊3）

― △3 ― ― ― ― △3 △3

（＊1）�中間連結損益計算書の「その他業務費用」に含まれております。
（＊2）�中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」

に含まれております。
（＊3）�デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務及び利益・損失は純額で表示し

ており、合計で正味の債務・損失となる項目については、△で表示しております。
	 （3） 時価の評価プロセスの説明
	 　�　当行グループは、財務部門において時価の算定に関する方針及び手続を定めており、

これに沿って各取引部門が時価を算定しております。算定された時価は、評価部門又は
取引部門において、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時
価のレベルの分類の適切性を検証しております。検証結果は毎期財務部門に報告され、
時価の算定の方針及び手続に関する適切性が確保されております。

	 　�　時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映でき
る評価モデルを用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合に
おいても、利用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との
比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。

	 （4） 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
	 　�　社債のうち私募債の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは、信用

スプレッドであります。このインプットの著しい増加（減少）は、それ単独では、時価
の著しい低下（上昇）を生じさせることとなります。

（注3）�市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額は次のとおりであ
り、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項の「有価証券」に
は含めておりません。

（単位：百万円）
区分 中間連結貸借対照表計上額

① 非上場株式（＊1）（＊2） 2,297
② 組合出資金等（＊3） 8,306

（＊1）	� 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会
計基準適用指針第19号2024年9月13日）第5項に基づき、時価開示の対象と
はしておりません。

（＊2）	 非上場株式について19百万円減損処理を行っております。
（＊3）	� 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第31号2021年6月17日）第24-16項に基づき、時価開示の対象
とはしておりません。

ストック・オプション等関係
  1.	 ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
	 営業経費	 　  20百万円
  2.	 ストック・オプションの内容

2025年ストック・オプション
付与対象者の区分及び人数 当行の取締役（社外取締役を除く）　6名
株式の種類別のストック・オプションの
付与数（注1） 当行普通株式　30,800株

付与日 2025年7月30日
権利確定条件 権利確定条件は定めていない
対象勤務期間 対象勤務期間は定めていない
権利行使期間 2025年7月31日～2055年7月30日
権利行使価格（注2） 1円
付与日における公正な評価単価（注2） 672円
（注）	1.	株式数に換算して記載しております。
	 2.	1株当たりに換算して記載しております。

収益認識関係
　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）
報告セグメント その他 合計銀行業 リース業 計

役務取引等収益
預金業務 979 ― 979 132 1,112
貸出業務 1,567 ― 1,567 ― 1,567
為替業務 1,607 ― 1,607 ― 1,607
証券関連業務 768 ― 768 782 1,550
代理業務 139 ― 139 ― 139
保護預り・貸金庫業務 60 ― 60 ― 60
保険販売業務 418 ― 418 ― 418
その他 1,748 ― 1,748 1,051 2,800
顧客との契約から生じる経常収益 7,290 ― 7,290 1,966 9,257
上記以外の経常収益 54,533 8,471 63,004 678 63,683
外部顧客に対する経常収益 61,823 8,471 70,294 2,645 72,940
（注）�「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジット

カード業務及び金融商品取引業務等を含んでおります。

1株当たり情報
  1.	 1株当たり純資産額
	 1株当たり純資産額		  1,978円37銭
（注）1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

純資産の部の合計額 480,178百万円
純資産の部の合計額から控除する金額 89百万円
　うち新株予約権 89百万円
普通株式に係る中間期末の純資産額 480,089百万円
1株当たり純資産額の算定に用いられた
中間期末の普通株式の数 242,667千株

  2.	� 1株当たり中間純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び
算定上の基礎
(1) 1株当たり中間純利益 41.70円
（算定上の基礎）
　親会社株主に帰属する中間純利益 10,175百万円
　普通株主に帰属しない金額 ―百万円
　普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益 10,175百万円
　普通株式の期中平均株式数 243,983千株

(2) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益 41.65円
（算定上の基礎）
　親会社株主に帰属する中間純利益調整額 ―百万円
　普通株式増加数 289千株
　　うち新株予約権 289千株
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり
中間純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 ―　
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セグメント情報
1．報告セグメントの概要
		  当行グループの報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評
価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
		  当行グループは、銀行業務を中心に、リース業務などの金融サービスに係る事業を行っております。
		  したがって、当行グループは、金融サービスに係る事業内容を基礎とした業務区分別のセグメントから構成されており、「銀行業」及び「リース業」の２
つを報告セグメントとしています。
		 「銀行業」は、預金・貸出業務等を行っております。「リース業」は、リース業務等を行っております。
2．報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
		  報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であり、報告セグメント
の利益は経常利益をベースとした数値であります。
		  また、セグメント間の内部経常収益は市場実勢価格に基づいております。
3．報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

（単位：百万円）

項　　　目 2024年中間期 2025年中間期
破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 14,235 11,202
危 険 債 権 額 44,060 47,943
要 管 理 債 権 9,927 10,104
三 月 以 上 延 滞 債 権 額 377 25
貸 出 条 件 緩 和 債 権 額 9,550 10,079

小 計 68,224 69,250
正 常 債 権 4,963,083 5,098,945
合 　 　 　 　 計 5,031,307 5,168,196

銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権（連結）

（2024年中間期）
（単位：百万円）

報告セグメント その他 合計 調整額 中間連結財務諸表
計上額銀行業 リース業 計

経 常 収 益
外部顧客に対する経常収益 49,147 8,315 57,462 2,430 59,893 ― 59,893
セグメント間の内部経常収益 723 165 889 658 1,547 △1,547 ―

計 49,871 8,480 58,351 3,088 61,440 △1,547 59,893
セ グ メ ン ト 利 益 12,541 367 12,909 525 13,434 △609 12,824
セ グ メ ン ト 資 産 7,614,439 46,344 7,660,783 24,711 7,685,495 △48,499 7,636,996
そ の 他 の 項 目
減 価 償 却 費 1,494 432 1,926 39 1,965 ― 1,965
資 金 運 用 収 益 39,670 84 39,755 109 39,864 △668 39,196
資 金 調 達 費 用 6,798 78 6,877 0 6,877 △59 6,817
特 別 利 益 37 ― 37 ― 37 ― 37
（固 定 資 産 処 分 益） 37 ― 37 ― 37 ― 37
特 別 損 失 105 ― 105 0 105 ― 105
（固 定 資 産 処 分 損） 105 ― 105 0 105 ― 105
（減 損 損 失） ― ― ― ― ― ― ―
税 金 費 用 3,317 98 3,415 148 3,563 0 3,563
有 形 固 定 資 産 及 び
無 形 固 定 資 産 の 増 加 額 2,429 478 2,908 18 2,927 ― 2,927

（注）	 1.	 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
	 2.	 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業務及び金融商品取引業務等を含んでおります。
	 3.	 調整額は、次のとおりであります。
	 	 （1）セグメント利益の調整額△609百万円は、セグメント間取引消去であります。
	 	 （2）セグメント資産の調整額△48,499百万円は、セグメント間取引消去であります。
	 	 （3）資金運用収益の調整額△668百万円は、セグメント間取引消去であります。
	 	 （4）資金調達費用の調整額△59百万円は、セグメント間取引消去であります。
	 4.	 セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
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（2025年中間期）
（単位：百万円）

報告セグメント その他 合計 調整額 中間連結財務諸表
計上額銀行業 リース業 計

経 常 収 益
外部顧客に対する経常収益 61,823 8,471 70,294 2,645 72,940 ― 72,940
セグメント間の内部経常収益 712 173 886 765 1,651 △1,651 ―

計 62,536 8,644 71,180 3,411 74,592 △1,651 72,940
セ グ メ ン ト 利 益 13,757 319 14,077 691 14,768 △683 14,085
セ グ メ ン ト 資 産 7,530,054 50,125 7,580,180 25,582 7,605,763 △47,824 7,557,938
そ の 他 の 項 目
減 価 償 却 費 1,547 399 1,947 37 1,984 ― 1,984
資 金 運 用 収 益 48,918 90 49,008 42 49,051 △781 48,269
資 金 調 達 費 用 10,784 131 10,915 ― 10,915 △105 10,810
特 別 利 益 ― ― ― ― ― ― ―
（固 定 資 産 処 分 益） ― ― ― ― ― ― ―
特 別 損 失 61 ― 61 2 64 ― 64
（固 定 資 産 処 分 損） 45 ― 45 1 47 ― 47
（減 損 損 失） 16 ― 16 ― 16 ― 16
税 金 費 用 3,582 80 3,663 182 3,846 0 3,846
有 形 固 定 資 産 及 び
無 形 固 定 資 産 の 増 加 額 1,512 755 2,268 18 2,287 ― 2,287

（注）	 1.	 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
	 2.	 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業務及び金融商品取引業務等を含んでおります。
	 3.	 調整額は、次のとおりであります。
	 	 （1）セグメント利益の調整額△683百万円は、セグメント間取引消去であります。
	 	 （2）セグメント資産の調整額△47,824百万円は、セグメント間取引消去であります。
	 	 （3）資金運用収益の調整額△781百万円は、セグメント間取引消去であります。
	 	 （4）資金調達費用の調整額△105百万円は、セグメント間取引消去であります。
	 4.	 セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

時価情報（連結）

有価証券
（注）	 1.	 中間連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権も含めて記載しております。
	 2.	 �「子会社株式及び関連会社株式」については、単体の時価情報に記載しております。

1．満期保有目的の債券
　　2024年中間期末、2025年中間期末ともに該当ありません。

（単位：百万円）

種　　類
2024年中間期末 2025年中間期末

中間連結貸借対照表計上額 取得原価 差額 中間連結貸借対照表計上額 取得原価 差額

中間連結貸借対照表
計上額が取得原価を
超 え る も の

株 式 243,199 50,672 192,527 283,611 51,425 232,186
債 券 132,079 131,758 320 5,401 5,395 5

国 債 12,044 11,951 92 ― ― ―
地 方 債 94,653 94,490 163 5,208 5,202 5
短 期 社 債 ― ― ― ― ― ―
社 債 25,380 25,315 64 193 193 0

そ の 他 264,498 253,691 10,806 273,297 255,040 18,257
小 計 639,777 436,122 203,654 562,311 311,861 250,449

中間連結貸借対照表
計上額が取得原価を
超 え な い も の

株 式 2,923 3,263 △339 1,198 1,289 △90
債 券 713,410 739,024 △25,614 824,673 871,447 △46,773

国 債 151,859 164,131 △12,271 116,163 135,010 △18,847
地 方 債 351,336 357,811 △6,474 472,454 487,238 △14,783
短 期 社 債 ― ― ― ― ― ―
社 債 210,214 217,082 △6,867 236,056 249,198 △13,142

そ の 他 146,571 154,760 △8,188 132,528 139,737 △7,209
小 計 862,905 897,048 △34,142 958,400 1,012,474 △54,073

合 計 1,502,683 1,333,171 169,511 1,520,712 1,324,336 196,375

2．その他有価証券
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3．減損処理を行った有価証券
　（2024年中間期）
　　�売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、
時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当
中間連結会計期間の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。

　　当中間連結会計期間における減損処理はありません。
　　�なお、有価証券の減損処理にあたっては、中間連結会計期間末日における時価が取得原価に比べて30％以上下落している場合は原則として実施しており
ますが、株式、債券及び投資信託については、中間連結会計期間末日における時価が30％以上50％未満下落している場合、一定期間の時価の推移や発行
体の財務内容等によって時価の回復可能性を判断する基準を設け、時価の回復可能性があると認められないものについて実施しております。

　（2025年中間期）
　　�売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、
時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当
中間連結会計期間の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。

　　当中間連結会計期間における減損処理はありません。
　　�なお、有価証券の減損処理にあたっては、中間連結会計期間末日における時価が取得原価に比べて30％以上下落している場合は原則として実施しており
ますが、株式、債券及び投資信託については、中間連結会計期間末日における時価が30％以上50％未満下落している場合、一定期間の時価の推移や発行
体の財務内容等によって時価の回復可能性を判断する基準を設け、時価の回復可能性があると認められないものについて実施しております。

（単位：百万円）

2024年中間期末 2025年中間期末
評価差額 169,407 196,632
　その他有価証券 169,407 196,632
　その他の金銭の信託 ― ―
（△）繰延税金負債 50,775 60,745
その他有価証券評価差額金（持分相当額調整前） 118,632 135,886
（△）非支配株主持分相当額 80 80
（＋）持分法適用会社が所有するその他有価証券

に係る評価差額金のうち親会社持分相当額 ― ―

その他有価証券評価差額金 118,551 135,806
（注）	 評価差額には、組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額を含めております。

金銭の信託

その他有価証券評価差額金
中間連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

満期保有目的の金銭の信託
2024年中間期末、2025年中間期末ともに該当ありません。

その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）
2024年中間期末、2025年中間期末ともに該当ありません。
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